
 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  岩 見 沢 市 メ ー ル サ ー ビ ス 受 信 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  防 災 情 報 等 を メ ー ル で 配 信 す る た め  

記 録 項 目  １ メ ー ル ア ド レ ス  

記 録 範 囲  希 望 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 作 成 し 運 用 を 行 う た め  

記 録 項 目  

１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 身 体 の 特 徴 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 親 族 関 係 、 1 0

住 宅 状 況 、 1 1 病 歴 、 1 2 障 害 、 1 3 介 護 認 定  

記 録 範 囲  避 難 行 動 要 支 援 者 の 対 象 と な る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ の 貸 与 対 象 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
総 務 部 防 災 対 策 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ の 貸 与 先 を 把 握 し 管 理 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 身 体 の 特 徴 、 ７ 家 族 関 係  

記 録 範 囲  緊 急 告 知 Ｆ Ｍ ラ ジ オ 貸 与 対 象 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  市 民 税 ・ 道 民 税 ・ 森 林 環 境 税 課 税 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 税 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 、 森 林 環 境 税 及 び 森

林 環 境 譲 与 税 に 関 す る 法 律 並 び に こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 条

例 に よ る 市 民 税 ・ 道 民 税 ・ 森 林 環 境 税 の 賦 課 徴 収 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 顔 写 真 、 1 0 家

族 関 係 、1 1 親 族 関 係 、1 2 婚 姻 歴 、1 3 職 業・職 歴 、1 4 学 業 ・

学 歴 、 1 5 公 的 扶 助 、 1 6 資 産 状 況 、 1 7 収 入 状 況 、 1 8 納 税 状

況 、 1 9 取 引 状 況 、 2 0 障 害  

記 録 範 囲  

地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 、 森 林 環 境 税 及 び 森

林 環 境 譲 与 税 に 関 す る 法 律 並 び に こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 条

例 に よ る 市 民 税 ・ 道 民 税 ・ 森 林 環 境 税 の 賦 課 徴 収 に 係 る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人 、

家 族 ・ 親 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  市 税 等 収 納 管 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 税 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
市 税 等 の 収 納 情 報 （ 納 付 及 び 過 誤 納 に 伴 う 還 付 等 ） の 管 理

を 行 う た め  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 電 話 番 号 、

６ 口 座 情 報 、 ７ 納 税 情 報  

記 録 範 囲  市 税 及 び 道 民 税 ・ 森 林 環 境 税 の 賦 課 徴 収 に 係 る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  軽 自 動 車 税 課 税 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 税 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に

基 づ く 条 例 に よ る 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 の た め  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 電 話 番 号 、 ７ 資 産 状 況 、 ８ 納 税 状 況 、 ９ 障 害  

記 録 範 囲  
地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に

基 づ く 条 例 に よ る 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に 係 る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考  
 

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 課 税 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 税 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に

基 づ く 条 例 に よ る 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 賦 課 徴 収 の た

め  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 電 話 番 号 、

６ 公 的 扶 助 、 ７ 資 産 状 況 、 ８ 納 税 状 況  

記 録 範 囲  

地 方 税 法 そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に

基 づ く 条 例 に よ る 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 賦 課 徴 収 に 係

る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の 規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  市 税 等 徴 収 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 税 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
国 税 徴 収 法 ・ 地 方 税 法 ・ 市 税 条 例 に 基 づ く 市 税 等 徴 収 ・ 収

納 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 家 族 関 係 、 1 0

親 族 関 係 、 1 1 婚 姻 歴 、 1 2 職 業 ・ 職 歴 、 1 3 公 的 扶 助 、 1 4 資

産 状 況 、 1 5 収 入 状 況 、 1 6 納 税 状 況 、 1 7 取 引 状 況 、 1 8 病 歴 、

1 9 障 害 、 2 0 滞 納 処 分 状 況  

記 録 範 囲  市 税 及 び 道 民 税 ・ 森 林 環 境 税 の 滞 納 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人 、 家 族 ・ 親 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 自 治 体 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー 使 用 に 係 る 申 請 ・ 許

可 等 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 情 報 政 策 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 自 治 体 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー に お け る 利 用 調 整 及

び 使 用 料 を 収 受 す る た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 自 治 体 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 新 産 業 支 援 セ ン タ ー 使 用 に 係 る 申 請 ・ 許 可 等 事 務

フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 情 報 政 策 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 新 産 業 支 援 セ ン タ ー に お け る 利 用 調 整 及 び 使 用 料

を 収 受 す る た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 新 産 業 支 援 セ ン タ ー 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 テ レ ワ ー ク セ ン タ ー 使 用 に 係 る 申 請 ・ 許 可 等 事 務

フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
企 画 財 政 部 情 報 政 策 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 テ レ ワ ー ク セ ン タ ー に お け る 利 用 調 整 及 び 使 用 料

を 収 受 す る た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 テ レ ワ ー ク セ ン タ ー 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考  
 

 

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  障 が い 者 手 帳 取 扱 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 福 祉 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
身 体 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交

付 等 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 顔 写 真 、 1 0 身

体 の 特 徴 、 1 1 趣 味 ・ し 好 、 1 2 性 格 ・ 性 質 、 1 3 家 族 関 係 、

1 4 親 族 関 係 、 1 5 職 業 ・ 職 歴 、 1 6 学 業 ・ 学 歴 、 1 7 資 格 ・ 能

力 、 1 8 成 績 ・ 評 価 、 1 9 公 的 扶 助 、 2 0 資 産 状 況 、 2 1 収 入 状

況 、 2 2 納 税 状 況 、 2 3 病 歴 、 2 4 障 害  

記 録 範 囲  障 が い 者 及 び そ の 世 帯 等  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  自 立 支 援 給 付 等 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 福 祉 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 に 基 づ く 介 護 給 付 費 、訓 練 等 給 付 費 、自 立 支 援 医 療 費 、

補 装 具 費 等 の 支 給 及 び 地 域 生 活 支 援 事 業 等 の 実 施 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、６ 性 別 、７ 電 話 番 号 、８ 身 体 の 特 徴 、９ 趣 味・し 好 、

1 0 性 格・性 質 、1 1 家 族 関 係 、1 2 居 住・生 活 環 境 、1 3 職 業 ・

職 歴 、 1 4 学 業 ・ 学 歴 、 1 5 資 格 ・ 能 力 、 1 6 公 的 扶 助 、 1 7 社

会 活 動 、 1 8 収 入 状 況 、 1 9 納 税 状 況 、 2 0 病 歴 、 2 1 障 害  

記 録 範 囲  障 が い 者 及 び そ の 世 帯 等  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  地 域 支 援 事 業 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
介 護 保 険 法 （ 地 域 支 援 事 業 ） に 基 づ く サ ー ビ ス 事 業 の 提 供

の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 身 体 の 特 徴 、

1 0 家 族 関 係 、 1 1 親 族 関 係 、 1 2 住 宅 状 況 、 1 3 職 業 ・ 職 歴 、

1 4 公 的 扶 助 、 1 5 資 産 状 況 、 1 6 収 入 状 況 、 1 7 納 税 状 況 、 1 8

病 歴 、 1 9 障 害  

記 録 範 囲  介 護 保 険 第 １ 号 ・ 第 ２ 号 被 保 険 者 及 び そ の 世 帯 に 属 す る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  介 護 予 防 サ ー ビ ス に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
介 護 保 険 法 に 基 づ く 要 支 援 認 定 者 に 対 す る 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 提 供 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 身 体 の 特 徴 、

1 0 家 族 関 係 、 1 1 親 族 関 係 、 1 2 住 宅 状 況 、 1 3 職 業 ・ 職 歴 、

1 4 公 的 扶 助 、 1 5 資 産 状 況 、 1 6 収 入 状 況 、 1 7 納 税 状 況 、 1 8

病 歴 、 1 9 障 害  

記 録 範 囲  介 護 保 険 第 １ 号 ・ 第 ２ 号 被 保 険 者 及 び そ の 世 帯 に 属 す る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  被 保 険 者 の 資 格 得 喪 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  介 護 保 険 法 に 基 づ き 、 被 保 険 者 の 資 格 の 管 理 を 行 う た め  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係  

記 録 範 囲  介 護 保 険 第 １ 号 被 保 険 者 、 介 護 保 険 第 ２ 号 被 保 険 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  介 護 保 険 料 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
介 護 保 険 法 及 び 岩 見 沢 市 介 護 保 険 条 例 に 基 づ き 、 第 １ 号 被

保 険 者 の 保 険 料 賦 課 ・ 徴 収 を 行 う た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 職 業 ・ 職 歴 、

1 0 公 的 扶 助 、 1 1 資 産 状 況 、 1 2 収 入 状 況 、 1 3 納 税 状 況 、 1 4

取 引 状 況  

記 録 範 囲  介 護 保 険 第 １ 号 被 保 険 者 及 び そ の 世 帯 に 属 す る も の  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  介 護 保 険 給 付 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

介 護 保 険 法 等 に 基 づ き 、 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 に 対 し 、 居

宅 （ 介 護 予 防 ） サ ー ビ ス 、 地 域 型 密 着 （ 介 護 予 防 ） サ ー ビ

ス 、 施 設 サ ー ビ ス 、 高 額 介 護 （ 介 護 予 防 ） サ ー ビ ス 費 、 高

額 医 療 合 算 介 護 （ 介 護 予 防 ） サ ー ビ ス 費 、 特 定 入 所 者 介 護

（ 介 護 予 防 ） サ ー ビ ス 費 等 の 給 付 を 行 う た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 身 体 の 特 徴 、 ９ 家 族 関 係 、

1 0 居 住 状 況 、 1 1 公 的 扶 助 、 1 2 資 産 状 況 、 1 3 収 入 状 況 、 1 4

納 税 状 況 、 1 5 取 引 状 況 、 1 6 病 歴 、 1 7 障 害  

記 録 範 囲  
要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 、 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 の 家 族 、 ケ

ア マ ネ ー ジ ャ ー 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 、 家 屋 所 有 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  介 護 認 定 審 査 会 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

介 護 保 険 法 等 に 基 づ き 、 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 に 関 し て 、

介 護 認 定 調 査 を 行 い 、 か つ 、 申 請 者 の 主 治 医 か ら 意 見 を 求

め 、 そ の 作 成 資 料 を 基 に 、 保 健 ・ 医 療 機 関 、 福 祉 の 各 分 野

の 学 識 有 職 者 が 委 員 と し て 、 要 介 護 認 定 を 審 査 す る た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 身 体 の 特 徴 、 ９ 家 族 関 係 、

1 0 居 住 状 況 、 1 1 病 歴 、 1 2 障 害  

記 録 範 囲  

要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 申 請 者 、 そ の 家 族 や 介 護 扶 助 者 、 ケ ア

マ ネ ー ジ ャ ー 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 、 介 護 認 定 調 査 員 （ 機

関 ）、 介 護 認 定 審 査 会 委 員 、 主 治 医  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  敬 老 事 業 実 施 町 会 等 へ の 助 成 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 敬 老 事 業 報 償 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 報 償 金 を 交 付 す

る た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 性 別 、 ５ 町 会 等  

記 録 範 囲  敬 老 事 業 対 象 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  老 人 ク ラ ブ 活 動 運 営 補 助 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 老 人 ク ラ ブ 等 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 補

助 金 を 交 付 す る た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 老 人 ク ラ ブ  

記 録 範 囲  各 単 位 老 人 ク ラ ブ 会 員  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  高 齢 者 実 態 調 査 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
高 齢 者 の 居 住 の 実 態 を 調 査 し 、 災 害 弱 者 及 び 要 介 護 者 等 を

把 握 す る と と も に 、 高 齢 者 福 祉 推 進 の 基 礎 資 料 と す る た め  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 身 体 の 特 徴 、 ７ 家 族 関 係 、 ８ 親 族 関 係 、 ９ 婚 姻 歴 、 1 0 病

歴 、 1 1 障 害  

記 録 範 囲  満 ６ ５ 歳 以 上 の 高 齢 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 民 生 委 員  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 生 委 員  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  地 域 除 排 雪 支 援 活 動 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 町 会 等 除 雪 ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 事 業 実 施 要 領 に 基 づ

き 、 活 動 費 及 び 事 務 費 を 交 付 す る た め  

記 録 項 目  １ 識 別 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 家 族 関 係 、 ５ 町 会 等  

記 録 範 囲  除 排 雪 要 支 援 世 帯 の 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  冬 の く ら し 支 援 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 高 齢 者 ・ 障 が い 者 見 守 り 支 援 事 業 実 施 要 綱 に 基 づ

き 、 利 用 の 決 定 及 び 助 成 金 を 交 付 す る た め  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 電 話 番 号 、 ５ 身 体

の 特 徴 、 ６ 家 族 関 係 、 ７ 公 的 扶 助 、 ８ 納 税 状 況 、 ９ 病 歴 、

1 0 障 害  

記 録 範 囲  助 成 金 申 請 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
高 齢 者 宅 等 の 除 雪 実 施 調 査 （ 豪 雪 パ ト ロ ー ル ） に 関 す る 事

務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
除 雪 支 援 等 が 必 要 と 思 わ れ る 世 帯 に 除 雪 実 施 調 査 を 行 う た

め  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 町 会 等  

記 録 範 囲  
町 会 等 除 雪 ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 世 帯 、 障 が い 者 世 帯 及 び ７ ５

歳 以 上 独 居 世 帯  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  予 防 接 種 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 健 康 づ く り 推 進 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

・ 予 防 接 種 台 帳 の 作 成 及 び 追 加 ・ 変 更 ～ 定 期 的 に 出 生 ・ 転

入 ・ 転 出 ・ 転 居 調 査 を す る た め 住 民 基 本 台 帳 を 閲 覧 す る 。  

・ 予 防 接 種 率 向 上 の た め の 勧 奨 業 務 ～ 作 成 し た 台 帳 を 元 に

未 接 種 者 へ 勧 奨 す る 。  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 病 歴  

記 録 範 囲  全 市 民  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  

各 種 健 康 診 査 事 業 （ 基 本 健 康 診 査 ・ 胃 が ん ・ 肺 が ん ・ 大 腸

が ん ・ 子 宮 が ん ・ 乳 が ん ・ 前 立 腺 が ん ・ 肝 炎 ウ イ ル ス ・ エ

キ ノ コ ッ ク ス ・ 結 核 検 診 ・ 歯 科 健 診 ） フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 健 康 づ く り 推 進 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  各 種 健 康 診 査 事 業 の 実 施 、 結 果 送 付 に 使 用 す る た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 公 的 扶 助 、 ９ 納 税 状 況 、 1 0

健 康 診 断 等 ・ そ の 後 の 指 導 や 診 療  

記 録 範 囲  各 健 康 診 査 の 受 診 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  岩 見 沢 市 健 康 ポ イ ン ト 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 健 康 づ く り 推 進 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
ポ イ ン ト カ ー ド 発 行 者 及 び ア プ リ 登 録 者 を 適 切 に 把 握 す る

た め  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  
岩 見 沢 市 在 住 の １ ８ 歳 以 上 の 方 （ ポ イ ン ト カ ー ド 発 行 者 及

び ア プ リ 登 録 者 に 限 る ）  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
い わ み ざ わ 健 康 ひ ろ ば に お け る 健 康 チ ェ ッ ク 申 込 者 フ ァ イ

ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 健 康 づ く り 推 進 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

健 康 測 定 機 器 を 使 っ て 気 軽 に 健 康 チ ェ ッ ク す る こ と で セ ル

フ ヘ ル ス ケ ア を 推 進 す る 。（ 測 定 結 果 を 個 人 情 報 と あ わ せ て

管 理 し 、 保 健 事 業 に 活 用 す る 。）  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 性 別 、 ５ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  健 康 チ ェ ッ ク 申 込 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  児 童 扶 養 手 当 給 付 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
児 童 扶 養 手 当 法 に 基 づ き 、 ひ と り 親 家 庭 の 生 活 の 安 定 と 自

立 の 促 進 を 目 的 に 手 当 を 支 給 す る た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 公 的 年 金 の 状

況 、 1 0 口 座 情 報 、 1 1 家 族 関 係 、 1 2 親 族 関 係 、 1 3 婚 姻 歴 、

1 4 職 業 ・ 職 歴 、 1 5 公 的 扶 助 、 1 6 収 入 状 況 、 1 7 障 害  

記 録 範 囲  
児 童 扶 養 手 当 の 受 給 資 格 者（ 請 求 者 ）、対 象 児 童 、扶 養 義 務

者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  児 童 手 当 給 付 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
児 童 手 当 法 に 基 づ き 、 家 庭 生 活 の 安 定 と 次 代 を 担 う 児 童 の

健 全 育 成 を 目 的 に 手 当 を 支 給 す る た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 公 的 年 金 の 状 況 、 ９ 口 座 情

報 、 1 0 家 族 関 係 、 1 1 職 業 ・ 職 歴 、 1 2 収 入 状 況  

記 録 範 囲  児 童 手 当 の 受 給 資 格 者 と 配 偶 者 、 対 象 児 童  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  乳 幼 児 健 康 診 査 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  乳 幼 児 健 康 診 査 の 対 象 者 の 把 握 及 び 個 人 通 知 発 送 の た め  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 家 族 関 係  

記 録 範 囲  事 業 の 対 象 児 童 及 び そ の 保 護 者 （ 世 帯 ）  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の 規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  子 ど も 医 療 費 助 成 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
こ ど も に 対 す る 医 療 費 の 助 成 を 行 い 、 こ ど も の 健 康 増 進 を

図 る 。（ 受 給 者 の 資 格 管 理 、 助 成 状 況 調 査 の た め ）  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 収 入 状 況  

記 録 範 囲  
０ 歳 か ら １ ８ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 度 末 ま で の 子 ど も 及

び 生 計 維 持 者 等  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 家 族 、 親 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  保 育 所 等 入 所 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

保 護 者 が 就 労 、 疾 病 等 に よ り 、 日 中 児 童 の 保 育 等 を 必 要 と

す る 場 合 、 代 わ っ て 当 該 児 童 の 保 育 等 を 行 う 。 保 育 園 等 の

入 所 及 び 保 育 料 決 定 の た め 、 保 護 者 の 就 労 状 況 、 所 得 税 、

市 町 村 民 税 の 課 税 状 況 を 調 査 す る 。  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 婚 姻 歴 、 1 0 職

業 ・ 職 歴 、 1 1 学 業 ・ 学 歴 、 1 2 公 的 扶 助 、 1 3 収 入 状 況 、 1 4

納 税 状 況 、 1 5 病 歴 、 1 6 障 害  

記 録 範 囲  保 育 所 入 所 希 望 者 の 世 帯 員  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  幼 稚 園 入 園 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

入 園 を 希 望 す る 幼 児 を 保 育 し 、 適 切 な 環 境 を 与 え て 、 そ の

心 身 の 発 達 を 助 長 す る こ と を 目 的 と す る 。 保 育 料 の 減 免 を

決 定 す る た め 、 所 得 税 及 び 市 町 村 民 税 の 課 税 状 況 を 調 査 す

る 。  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 家 族 関 係 、 ７ 職 業 ・ 職 歴 、 ８ 公 的 扶 助 、 ９ 収 入 状 況 、 1 0

納 税 状 況 、 1 1 病 歴 、 1 2 障 害  

記 録 範 囲  幼 稚 園 入 園 希 望 者 の 世 帯 員  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  子 育 て 施 設 等 利 用 給 付 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

幼 児 教 育 ・ 保 育 の 無 償 化 に 伴 い 認 可 外 保 育 所 等 利 用 者 に 対

し 、 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 費 を 負 担 す る 。 給 付 の

可 否 を 判 断 す る た め 、 保 護 者 の 就 労 状 況 、 所 得 税 、 市 町 村

民 税 の 課 税 状 況 を 調 査 す る  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 婚 姻 歴 、 1 0 職

業 ・ 職 歴 、 1 1 学 業 ・ 学 歴 、 1 2 公 的 扶 助 、 1 3 収 入 状 況 、 1 4

納 税 状 況 、 1 5 病 歴 、 1 6 障 害  

記 録 範 囲  幼 稚 園 、 認 可 外 施 設 等 を 利 用 す る 児 童 と 保 護 者 等  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 こ ど も 未 来 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

ひ と り 親 家 庭 等 の 母 又 は 父 及 び 子 に 対 し 、 医 療 費 を 助 成 し

福 祉 の 増 進 を 図 る 。（ 受 給 者 の 資 格 管 理 、助 成 状 況 調 査 の た

め ）  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 収 入 状 況 、 1 0

障 害  

記 録 範 囲  
ひ と り 親 家 庭 の ２ ０ 歳 未 満 の 子 と 扶 養 し て い る 母 又 は 父 及

び 主 た る 生 計 維 持 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 家 族 、 親 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  生 活 保 護 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
健 康 福 祉 部 保 護 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
生 活 保 護 事 務 に お け る 最 低 生 活 の 保 障 及 び 自 立 の 助 長 の た

め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 顔 写 真 、 1 0 身

体 の 特 徴 、 1 1 趣 味 ・ し 好 、 1 2 家 族 関 係 、 1 3 親 族 関 係 、 1 4

婚 姻 歴 、 1 5 職 業 ・ 職 歴 、 1 6 学 業 ・ 学 歴 、 1 7 資 格 ・ 能 力 、

1 8 公 的 扶 助 、 1 9 資 産 状 況 、 2 0 収 入 状 況 、 2 1 納 税 状 況 、 2 2

取 引 状 況 、 2 3 口 座 番 号 、 2 4 借 金 ・ 負 債 の 状 況 、 2 5 病 歴 、

2 6 犯 罪 歴 、 2 7 犯 罪 に よ る 被 害 、 2 8 障 害 、 2 9 健 康 診 断 等 ・

そ の 後 の 指 導 や 診 療 、 3 0 逮 捕 等 の 刑 事 手 続 （ 犯 罪 歴 を 除

く 。）、 3 1 少 年 に 対 す る 審 判 や 保 護 処 分 等  

記 録 範 囲  被 保 護 者 （ 被 保 護 者 で あ っ た 者 を 含 む ）  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  消 費 生 活 相 談 カ ー ド 処 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 連 携 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  消 費 者 被 害 等 に 関 す る 相 談 の 受 理 と そ の 対 応  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日 ・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 職 業 ・ 職 歴 、 ７ 学 業 ・ 学 歴  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 内 及 び 近 隣 市 町 村 か ら の 相 談 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 本 人 の 家 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
市 民 相 談 業 務 （ 市 政 相 談 、 民 事 相 談 、 陳 情 ・ 要 望 ） フ ァ イ

ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 連 携 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
市 政 に 関 す る 相 談 、 民 事 相 談 、 陳 情 ・ 要 望 の 受 理 と そ の 対

応  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 性 別 、４ 電 話 番 号 、５ メ ー ル ア ド レ ス 、 

６ 相 談 内 容 、 ７ 陳 情 ・ 要 望 内 容  

記 録 範 囲  相 談 者 及 び 当 該 相 談 に 関 係 す る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  給 付 金 に 関 す る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 連 携 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  給 付 金 の 支 給  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日 ・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 口 座 情 報 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 公 的 扶 助 、 1 0 収

入 状 況  

記 録 範 囲  給 付 金 の 対 象 世 帯  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  戸 籍 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 サ ー ビ ス 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  日 本 国 民 の 親 族 法 上 の 身 分 関 係 を 登 録 、 公 証 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 本 籍 ・ 国 籍 、 ４ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ５ 性

別 、 ６ 親 族 関 係 、 ７ 婚 姻 歴  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 に 本 籍 を 有 す る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  住 民 基 本 台 帳 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 サ ー ビ ス 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
住 民 が 権 利 を 行 使 し 、 義 務 を 履 行 で き る よ う に す る た め 、

住 民 の 異 動 情 報 を 迅 速 ・ 正 確 に 住 民 基 本 台 帳 に 反 映 さ せ る  

記 録 項 目  
１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別  

記 録 範 囲  市 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 使 用 に 係 る 申 請 ・ 許 可 等 事 務

フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 サ ー ビ ス 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ に お け る 利 用 調 整 及 び 使 用 料

収 受  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 有 明 交 流 プ ラ ザ 使 用 に 係 る 申 請 ・ 許 可 等 事 務 フ ァ

イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 市 民 サ ー ビ ス 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  岩 見 沢 市 有 明 交 流 プ ラ ザ に お け る 利 用 調 整 及 び 使 用 料 収 受  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  岩 見 沢 市 有 明 交 流 プ ラ ザ 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  国 民 健 康 保 険 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 保 険 年 金 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

国 民 健 康 保 険 法 そ の 他 の 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 条

例 に よ る 国 民 健 康 保 険 の 資 格 管 理 、 保 健 事 業 、 給 付 、 保 険

料 の 賦 課 徴 収 の た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・ 国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 身 体 の 特 徴 、

1 0 家 族 関 係 、 1１ 親 族 関 係 、 1 2 婚 姻 歴 、 1 3 職 業 ・ 職 歴 、 1 4

公 的 扶 助 、 1 5 資 産 状 況 、 1 6 収 入 状 況 、 1 7 納 税 状 況 、 1 8 取

引 状 況 、 1 9 病 歴 、 2 0 障 害 、 2 1 健 康 診 断 等 ・ そ の 後 の 指 導

や 診 療  

記 録 範 囲  国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 （ 過 去 の 加 入 者 も 含 む 。）  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 家 族 、 親 族 、 医 療 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁 、 国 保 連 合 会  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  後 期 高 齢 者 医 療 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 保 険 年 金 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

後 期 高 齢 者 に 対 す る 適 切 な 医 療 の 給 付 等 を 行 い 、 国 民 保 健

の 向 上 及 び 高 齢 者 の 福 祉 の 増 進 を 図 る 。（ 被 保 険 者 の 資 格 管

理 、 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 及 び 保 険 料 の 賦 課 徴 収 の た め ）  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 公 的 扶 助 、 1 0

収 入 状 況 、 1 1 納 税 状 況 、 1 2 取 引 状 況 、 1 3 障 害  

記 録 範 囲  
７ ５ 歳 以 上 の 者 及 び ６ ５ 歳 以 上 ７ ５ 歳 未 満 で 一 定 の 障 が い

が あ り 広 域 連 合 の 認 定 を 受 け た 者 並 び に 同 一 世 帯 員  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  重 度 心 身 障 が い 者 医 療 費 助 成 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 保 険 年 金 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
重 度 心 身 障 が い 者 に 対 し 、 医 療 費 を 助 成 し 福 祉 の 増 進 を 図

る 。（ 受 給 者 の 資 格 管 理 、 助 成 状 況 調 査 の た め ）  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、 ２ 識 別 番 号 、 ３ 氏 名 、 ４ 住 所 、 ５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 収 入 状 況 、 1 0

障 害  

記 録 範 囲  

身 体 障 害 者 手 帳 １ 級 ・ ２ 級 ・ ３ 級 （ 内 部 障 害 ） の 者 、 重 度

の 知 的 障 が い 者 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 １ 級 の 者 及 び 主

た る 生 計 維 持 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体 、 家 族 、 親 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  畜 犬 の 登 録 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 環 境 保 全 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
畜 犬 と し て の 登 録 、 狂 犬 病 予 防 注 射 実 施 有 無 登 録 等 に 係 る

事 務 の た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  畜 犬 登 録 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  空 き 地 環 境 保 全 指 導 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 環 境 保 全 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
空 き 地 の 適 正 管 理 指 導 及 び 岩 見 沢 市 あ き 地 の 環 境 保 全 に 関

す る 条 例 に 基 づ く 勧 告 、 命 令 を 行 う た め  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  空 き 地 の 所 有 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  火 葬 場 管 理 運 営 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 環 境 保 全 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

火 葬 場 の 管 理 が 国 民 の 宗 教 的 感 情 に 適 合 し 、 か つ 、 公 衆 衛

生 そ の 他 公 共 の 福 祉 見 地 か ら 、 支 障 な く 行 わ れ る こ と を 目

的 と す る 。（ 墓 地 、埋 葬 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 １ 条 に よ

る 火 葬 許 可 申 請 書 の 記 載 事 項 の た め ）  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  火 葬 許 可 申 請 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  墓 地 ・ 霊 園 の 管 理 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 民 環 境 部 環 境 保 全 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
墓 地 ・ 霊 園 の 使 用 許 可 及 び 埋 葬 納 骨 証 明 ・ 改 葬 許 可 に 係 る

事 務 の た め 。  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 本 籍 ・ 国 籍 、 ４ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ５ 性

別 、 ６ 電 話 番 号 、 ７ 家 族 関 係 、 ８ 親 族 関 係  

記 録 範 囲  市 営 墓 地 及 び 霊 園 の 使 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  住 居 表 示 及 び 町 名 地 番 改 正 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
建 設 部 都 市 計 画 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

住 居 表 示 ： 街 区 と 建 物 に 順 序 よ く 番 号 を つ け 、 わ か り や す

い 住 所 と す る 。  

町 名 地 番 改 正 ： 町 名 境 界 や 地 番 を 改 正 し 、 地 番 に よ る 住 所

の 表 示 を わ か り や す く す る 。  

記 録 項 目  １ 氏 名 、 ２ 住 所  

記 録 範 囲  

日 の 出 南 丁 目 、日 の 出 北 丁 目 、日 の 出 台 丁 目 、春 日 町 丁 目 、

鳩 が 丘 丁 目 、 桜 木 条 丁 目 、 美 園 条 丁 目 、 南 町 条 丁 目 、 駒 園

丁 目 、 ふ じ 町 条 丁 目 、 緑 町 丁 目 、 北 本 町 東 西 丁 目 、 北 条 丁

目 、 栄 町 丁 目 の 一 部 、 志 文 本 町 条 丁 目 、 か え で 町 丁 目 、 若

駒 丁 目 、 東 山 丁 目 、 上 幌 向 南 条 丁 目 の 一 部 に 住 所 を 有 す る

者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  市 営 住 宅 入 居 者 管 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
建 設 部 建 築 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

住 宅 に 困 窮 し て い る 低 所 得 者 世 帯 に 、 そ の 世 帯 の 所 得 に 応

じ た 低 廉 な 家 賃 で 住 宅 を 貸 与 す る こ と に よ り 、 住 生 活 の 安

定 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 市 営 住 宅 入 居 世 帯 に 対 す る 公 正

な 事 務 管 理 及 び 公 募 に お け る 入 居 者 資 格 審 査 に 必 要 が あ る

た め  

記 録 項 目  

１ 個 人 番 号 、２ 識 別 番 号 、３ 氏 名 、４ 住 所 、５ 本 籍・国 籍 、

６ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ７ 性 別 、 ８ 電 話 番 号 、 ９ 家 族 関 係 、 1 0

親 族 関 係 、 1 1 婚 姻 歴 、 1 2  居 住 状 況 、 1 3 職 業 ・ 職 歴 、 1 4 学

業 ・ 学 歴 、 1 5 公 的 扶 助 、 1 6 自 治 会 加 入 、 1 7 資 産 状 況 、 1 8

収 入 状 況 、 1 9 納 税 状 況 、 2 0 取 引 状 況 、 2 1 借 金 ・ 負 債 の 状

況 、 2 2 障 害  

記 録 範 囲  
市 営 住 宅 入 居 者 及 び 同 居 家 族 、 緊 急 連 絡 先 、 連 帯 保 証 人 、

市 営 住 宅 入 居 申 込 者 及 び 申 込 家 族  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 私 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  建 築 確 認 申 請 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
建 設 部 建 築 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
建 築 物 を 建 築 し よ う と す る 場 合 、 そ の 計 画 が 建 築 基 準 関 係

規 定 に 適 合 す る も の で あ る か を 確 認 す る 必 要 が あ る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号 、 ４ 建 築 位 置 、 ５ 敷 地 面 積 、

６ 工 事 種 別 、 ７ 建 築 面 積 、 ８ 用 途 、 ９ 各 階 床 面 積 、 1 0 構 造  

記 録 範 囲  建 築 確 認 申 請 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  建 設 リ サ イ ク ル 法 に よ る 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
建 設 部 建 築 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
特 定 の 建 設 資 材 に つ い て 、 そ の 分 別 解 体 等 及 び 再 資 源 化 等

を 促 進 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 電 話 番 号 、 ４ 工 事 場 所 、 ５ 用 途 、 ６ 階

数 、 ７ 面 積  

記 録 範 囲  届 出 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
水 道 料 金 、 下 水 道 使 用 料 、 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料 の 算 定

と 徴 収 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
水 道 部 業 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

上 下 水 道 及 び 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 者 か ら 、 使 用 量 に よ り

料 金 等 を 計 算 し 、 徴 収 す る （ 岩 見 沢 市 水 道 事 業 給 水 条 例 、

岩 見 沢 市 下 水 道 条 例 、 岩 見 沢 市 農 業 集 落 排 水 施 設 条 例 ）  

記 録 項 目  １ 識 別 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  上 下 水 道 の 使 用 者 （ 世 帯 主 、 事 業 所 、 経 営 者 ）  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  
他 の 官 公 庁 、 捜 査 機 関 、 破 産 管 財 人 、 相 続 財 産 清 算 人 、 税

に 関 す る 債 権 者 、 債 権 届 出 の 催 告 書 に 記 載 の 債 権 者  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  給 水 装 置 工 事 台 帳  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
水 道 部 業 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
給 水 装 置 工 事 の 申 請 に 伴 う 審 査 、 承 認  

承 認 し た 工 事 台 帳 の 管 理  

記 録 項 目  １ 識 別 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  

給 水 装 置 工 事 申 請 者 及 び 上 水 道 の 供 給 を 受 け る 使 用 者 、 給

水 装 置 を 財 産 と し て 保 存 す る 所 有 者 、 給 水 装 置 工 事 の 利 害

関 係 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  排 水 設 備 台 帳 及 び 除 害 施 設 台 帳  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
水 道 部 業 務 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  排 水 設 備 及 び 除 害 施 設 の 設 置 状 況 を 明 ら か に す る  

記 録 項 目  １ 識 別 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 電 話 番 号  

記 録 範 囲  
下 水 道 処 理 区 域 内 の 水 洗 家 屋 及 び 除 害 施 設 の 所 有 者 ・ 使 用

者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  支 払 業 務 に 伴 う 債 権 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
会 計 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

債 権 者 の 住 所 ・ 氏 名 ・ 取 引 銀 行 ・ 口 座 番 号 を 債 権 者 コ ー ド

で 管 理 し 、支 払 事 務 の 迅 速 化 を 図 る 。ま た 、平 成 2 8 年 1 月

以 降 報 酬 等 を 支 払 っ た 債 権 者 の 個 人 番 号 を 管 理 し 、 源 泉 徴

収 票 等 の 作 成 に 使 用 す る 。  

記 録 項 目  市 の 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 に 対 す る 債 権 者  

記 録 範 囲  
１ 個 人 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ５ 電 話

番 号 、 ６ 口 座 情 報 、 ７ 取 引 状 況  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿 

市の機関の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ

どる組織の名称（部課名） 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 
公職選挙法第十九条に基づき選挙人名簿の調製及び保管を行い、選挙を行

う際に抄本を用いる。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日・年齢、４性別、５異動予定日、６転出先住

所、７失権者情報 

記録範囲 公職選挙法に規定される被登録資格のあるもの 

記録情報の収集方法 他の市の機関（住民基本台帳システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の名称（部課名）及び

所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒068-8686 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別

の手続等 
 ― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当するファ

イル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名

称（部課名）及び所在地 
 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称（部課名）及び所在地 
 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案

をすることができる期間 
 ― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると

きはその旨 
 ― 

備   考  

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  農 業 者 年 金 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  農 業 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
農 業 委 員 会 事 務 局  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  農 業 者 年 金 の 被 保 険 者 の 資 格 管 理  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 職 業 ・ 職 歴 、 ８ 資 産 状 況  

記 録 範 囲  農 業 者 年 金 申 請 者 、 受 給 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 Ｊ Ａ 、 農 業 者 年 金 基 金  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  Ｊ Ａ 、 農 業 者 年 金 基 金  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  農 地 基 本 台 帳  

市 の 機 関 の 名 称  農 業 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
農 業 委 員 会 事 務 局  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
農 地 の 売 買 、 賃 貸 、 解 約 な ど に か か わ る 農 地 状 況 を 管 理 す

る た め  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 本 籍・国 籍 、５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、 ６ 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 ８ 家 族 関 係 、 ９ 資 産 状 況  

記 録 範 囲  農 地 所 有 者 、 農 地 法 に 認 め ら れ る 耕 作 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁 、 農 地 中 間 管 理 機 構  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  農 業 従 事 者 調 査 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  農 業 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
農 業 委 員 会 事 務 局  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  農 業 従 者 者 の 動 態 を 調 査 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 家 族 関 係 、 ７ 親 族 関 係 、 ８ 職 業 ・ 職 歴  

記 録 範 囲  農 業 従 事 者 の い る 世 帯  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
児 童・生 徒 に 係 る 指 導・管 理 事 務 、 P T A・同 窓 会 運 営 事 務 フ

ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

各 学 校 に お け る 児 童 生 徒 の 指 導 や 管 理 に 活 用 す る 。 ま た 、

在 校 生 に お け る P T A 会 費 の 徴 収 や 、 卒 業 生 の 同 窓 会 運 営 事

務 に 活 用 す る 。  

記 録 項 目  

１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 本 籍・国 籍 、５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、６ 性 別 、７ 電 話 番 号 、８ 身 体 の 特 徴 、９ 趣 味・ し 好 、

1 0 性 格 ・ 性 質 、 1 1 家 族 関 係 、 1 2 職 業 ・ 職 歴 、 1 3 学 業 ・ 学

歴 、 1 4 資 格 ・ 能 力 、 1 5 受 彰 歴 、 1 6 成 績 ・ 評 価  

記 録 範 囲  児 童 ・ 生 徒 及 び そ の 保 護 者 、 同 窓 生  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 災 害 共 済 給 付 管 理

フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
学 校 の 管 理 下 に お い て 児 童 ・ 生 徒 が 災 害 に あ っ た 場 合 、 そ

れ に 伴 う 療 養 費 及 び 見 舞 金 を 給 付 す る た め  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・ 年 齢 、４ 性 別 、５ 口 座 情 報 、

６ 病 歴 、 ７ 災 害 情 報 、 ８ 診 療 情 報 、 ９ 調 剤 情 報 、 1 0 災 害 共

済 給 付 情 報  

記 録 範 囲  
日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 災 害 共 済 に 加 入 し て い る 児 童 ・

生 徒 及 び そ の 保 護 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  就 学 援 助 認 定 ・ 支 給 管 理 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

経 済 的 な 理 由 に よ り 、 就 学 困 難 と 認 め ら れ る 児 童 ・ 生 徒 の

保 護 者 に 対 し て 、 就 学 費 用 を 援 助 す る 。 援 助 対 象 者 の 認 定

に あ た り 、 援 助 を 受 け よ う と す る 年 度 の 前 年 に お け る 当 該

申 請 者 世 帯 の 収 入 状 況 の 把 握 を 要 す る 。  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 口 座 情 報 、 ７ 家 族 関 係 、 ８ 親 族 関 係 、 ９ 職 業 ・ 職 歴 、 1 0

学 業 ・ 学 歴 、 1 1 公 的 扶 助 、 1 2 収 入 状 況 、 1 3 取 引 状 況 、 1 4

病 歴 、 1 5 児 童 扶 養 手 当 の 受 給 状 況  

記 録 範 囲  
児 童 ・ 生 徒 を 養 育 す る 生 活 保 護 受 給 者 及 び 援 助 申 請 者 世 帯

の 構 成 員  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  

記 録 項 目 の １ 及 び ２ に 変 更 が あ っ た 場 合 の 訂 正 に つ い て

は 、 岩 見 沢 市 児 童 生 徒 就 学 援 助 交 付 要 綱 ８ 条 に よ る 。  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  義 務 教 育 に 係 る 就 学 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
学 齢 簿 の 編 製 、 就 学 時 健 康 診 断 ・ 障 害 児 就 学 指 導 ・ 通 級 指

導 、 入 学 期 日 ・ 学 校 の 指 定 の 通 知 、 区 域 外 就 学 事 務 の た め  

記 録 項 目  

１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 本 籍 ・ 国 籍 、 ４ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ５ 性

別 、 ６ 電 話 番 号 、 ７ 家 族 関 係 、 ８ 親 族 関 係 、 ９ 病 歴 、 1 0 障

害  

記 録 範 囲  就 学 予 定 の 子 ど も 、 学 齢 児 童 ・ 生 徒 及 び そ の 保 護 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  
本 人 、市 の 機 関 内 、他 の 市 の 機 関 、他 の 官 公 庁 、民 間 法 人 ・

団 体  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  放 課 後 児 童 ク ラ ブ 登 録 申 込 者 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 登 録 申 請 書 を 受 理 し 、 各 情 報 を 基 に 決

定 等 の 事 務 を 執 り 行 う と と も に 、 業 務 を 適 切 に 運 営 し て い

く 上 で 、 使 用 に 供 す る た め 。  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、２ 住 所 、３ 生 年 月 日・年 齢 、４ 性 別 、５ 電 話 番 号 、

６ 食 物 ア レ ル ギ ー の 有 無 、 ７ 職 業 ・ 職 歴 、 ８ 病 歴 、 ９ 障 害  

記 録 範 囲  放 課 後 児 童 ク ラ ブ 登 録 児 童 、 登 録 児 童 の 保 護 者 等  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  ■ 有  □ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  児 童 見 守 り シ ス テ ム フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 指 導 室  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  児 童 生 徒 の 通 学 安 全 確 認 及 び 保 護 者 連 絡 に 利 用 す る た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 性 別 、 ３ 電 話 番 号 、 ４ 通 学 し て い る 学 校 及 び 学

年 ・ 学 級  

記 録 範 囲  児 童 見 守 り シ ス テ ム 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  学 校 給 食 費 徴 収 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 学 校 給 食 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  学 校 給 食 費 の 納 入 状 況 把 握 の た め  

記 録 項 目  １ 識 別 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 家 族 関 係  

記 録 範 囲  
市 内 小 学 校 、 中 学 校 及 び 義 務 教 育 学 校 の 児 童 ・ 生 徒 及 び 保

護 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  市 の 機 関 内  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  ス ポ ー ツ 施 設 使 用 申 請 ・ 許 可 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 生 涯 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
ス ポ ー ツ 施 設 の 使 用 申 請 ・ 許 可 、 施 設 の 安 全 及 び 利 用 料 金

等 の 徴 収 管 理  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 電 話 番 号 、 ５ メ ー

ル ア ド レ ス  

記 録 範 囲  ス ポ ー ツ 施 設 の 使 用 申 請 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
岩 見 沢 市 民 会 館 ・ 文 化 セ ン タ ー 施 設 使 用 申 請 ・ 使 用 許 可 事

務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 生 涯 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
文 化 施 設 の 使 用 申 請 ・ 許 可 、 施 設 の 安 全 及 び 利 用 料 金 等 の

徴 収 管 理  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 電 話 番 号 、５ 職 業・職 歴 、

６ 取 引 状 況  

記 録 範 囲  施 設 利 用 申 込 者 及 び 利 用 責 任 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  岩 見 沢 市 北 村 多 目 的 体 育 館 管 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 生 涯 教 育 課  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  
岩 見 沢 市 北 村 多 目 的 体 育 館 の 使 用 申 請 ・ 許 可 、 施 設 の 安 全

及 び 利 用 料 金 等 の 徴 収 管 理 の た め  

記 録 項 目  
１ 氏 名 、 ２ 住 所 、 ３ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ４ 電 話 番 号 、 ５ メ ー

ル ア ド レ ス  

記 録 範 囲  使 用 許 可 等 の 申 請 者 、 入 館 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  図 書 館 活 動 運 営 事 業 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 教 育 委 員 会  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
教 育 部 図 書 館  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  図 書 の 貸 出 に 伴 う 「 利 用 者 登 録 証 」 交 付 の た め  

記 録 項 目  
１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ メ ー ル ア ド レ ス  

記 録 範 囲  図 書 館 利 用 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  診 療 記 録 （ カ ル テ 等 ） 管 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  

市 立 総 合 病 院 事 務 部 医 事 課  

市 立 栗 沢 病 院 事 務 局  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

個 別 の 病 状 推 移 、 処 方 措 置 等 を 時 系 列 的 に 記 録 す る こ と に

よ り 、 診 療 の 一 貫 性 か つ 診 断 の 合 理 性 を 保 ち 、 早 期 の 病 状

回 復 に 資 す る  

記 録 項 目  

１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 本 籍・国 籍 、５ 生 年 月 日 ・

年 齢 、６ 性 別 、７ 電 話 番 号 、８ 身 体 の 特 徴 、９ 趣 味・し 好 、

1 0 家 族 関 係 、 1 1 婚 姻 歴 、 1 2 居 住 状 況 、 1 3 職 業 ・ 職 歴 、 1 4

公 的 扶 助 、 1 5 信 条 、 1 6 病 歴 、 1 7 障 害 、 1 8 健 康 診 断 等 ・ そ

の 後 の 指 導 や 診 療  

記 録 範 囲  
現 在 及 び 過 去 （ 療 養 担 当 規 則 第 ９ 条 に 定 め る 年 限 ） に お い

て 、 通 院 又 は 入 院 し て い た 患 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 医 療 機 関 、 家 族  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 医 療 機 関  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  健 診 記 録 の 管 理 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 立 総 合 病 院 事 務 部 医 事 課 （ 市 民 健 康 セ ン タ ー ）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

個 別 の 健 康 診 断 の 健 診 デ ー タ を 分 析 し 、 時 系 列 的 に 記 録 す

る こ と に よ り 、 異 常 値 が 発 見 さ れ た 方 へ の 周 知 及 び 指 導 に

よ り 、 病 気 の 早 期 発 見 に 資 す る  

記 録 項 目  

１ 識 別 番 号 、２ 氏 名 、３ 住 所 、４ 生 年 月 日・年 齢 、５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 身 体 の 特 徴 、 ８ 趣 味 ・ し 好 、 ９ 家 族 関 係 、

1 0 婚 姻 歴 、 1 1 居 住 状 況 、 1 2 職 業・職 歴 、 1 3 病 歴 、 1 4 障 害 、

1 5 健 康 診 断 等 ・ そ の 後 の 指 導 や 診 療  

記 録 範 囲  健 診 受 診 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 他 の 医 療 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体 、 他 の 医 療 機 関  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  市 立 高 等 看 護 学 院 管 理 ・ 運 営 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
市 立 高 等 看 護 学 院  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  生 徒 指 導 ・ 証 明 書 等 発 行 の た め  

記 録 項 目  

1 識 別 番 号 、 2 氏 名 、 3 住 所 、 4 本 籍 ・ 国 籍 、 4 生 年 月 日 ・

年 齢 、 6 性 別 、 ７ 電 話 番 号 、 8 メ ー ル ア ド レ ス 、 9 顔 写 真 、

1 0 身 体 の 特 徴 、 1 1 趣 味・し 好 、 1 2 家 族 関 係 、 1 3 居 住 状 況 、

1 4 職 業 ・ 職 歴 、 1 5 学 業 ・ 学 歴 、 1 6 資 格 ・ 能 力 、 1 7 成 績 ・

評 価 、 1 8 障 害  

記 録 範 囲  市 立 高 等 看 護 学 院 在 校 生 及 び 卒 業 生  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 私 人 、 対 象 者 の 勤 務 先  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 む  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先   ―  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 



 

様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  寄 附 採 納 事 務 フ ァ イ ル  

市 の 機 関 の 名 称  岩 見 沢 市 長  

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事

務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ）  
全 庁 共 通 事 務 （ 企 画 財 政 部 企 画 室 ）  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  

企 画 室 及 び 各 担 当 部 署 で 受 け 付 け た 市 に 対 す る 寄 附 に つ い

て 、 寄 附 情 報 を 取 り ま と め 寄 附 台 帳 を 作 成 。 寄 附 情 報 は 市

広 報 掲 載 の ほ か 、 ふ る さ と 寄 附 の 返 礼 品 発 送 や ワ ン ス ト ッ

プ 特 例 制 度 に 係 る 市 町 村 へ の 情 報 提 供 に 利 用  

記 録 項 目  

1 個 人 番 号 、 ２ 氏 名 、 ３ 住 所 、 ４ 生 年 月 日 ・ 年 齢 、 ５ 性 別 、

６ 電 話 番 号 、 ７ 家 族 関 係 、 ８ 親 族 関 係 、 ９ 婚 姻 歴 、 1 0 寄 附

金 額  

記 録 範 囲  寄 附 者  

記 録 情 報 の 収 集 方 法  本 人 、 市 の 機 関 内 、 他 の 市 の 機 関  

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る と き は 、 そ

の 旨  
含 ま な い  

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先  他 の 市 の 機 関 、 他 の 官 公 庁 、 民 間 法 人 ・ 団 体  

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 名 称 （ 部

課 名 ） 及 び 所 在 地  

（ 名  称 ） 総 務 部 総 務 課  

（ 所 在 地 ） 〒 0 6 8 - 8 6 8 6  岩 見 沢 市 鳩 が 丘 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等  
 ―  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別  

■ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 １ 号  

（ 電 算 処 理 フ ァ イ ル ）  

□ 法 第 6 0 条 第 ２ 項 第 ２ 号  

（ マ ニ ュ ア ル 処 理 フ ァ イ ル ）  

政 令 第 2 1 条 第 ７ 項 に 該 当 す

る フ ァ イ ル  □ 有  ■ 無  
 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 の 募 集

を す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨  
非 該 当  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 提 案 を 受 け

る 組 織 の 名 称 （ 部 課 名 ） 及 び 所 在 地  
 ―  

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要   ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を 受 け る 組 織 の 名 称 （ 部 課

名 ） 及 び 所 在 地  

 ―  

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 に

関 す る 提 案 を す る こ と が で き る 期 間  
 ―  

記 録 情 報 に 条 例 要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま

れ て い る と き は そ の 旨  
 ―  

備    考   

 


